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３
　
発
掘
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関
　
　
大
阪
府
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
上
林
史
郎

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代
後
期

（
一
世
紀
）
―
鎌
倉
時
代

（
三
二
世
紀
）

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

本
調
査
は
、
府
営
吉
井
住
宅
建
設
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
調
査
対
象
地
は
、

岸
和
田
市
の
北
西
部
、
泉
北
郡
忠
岡
町
と
の
市
町
界
付
近
、
南
海
本
線
忠
岡
駅

か
ら
東
南
へ
約
六
〇
〇
ｍ
の
住

宅
地
内
に
位
置
す
る
。

調
査
区
は
、
Ａ
調
査
区

全
二

二
〇
〇
紆
）、
Ｂ
調
査
区

全
ハ
○

○
∬
）、
試
掘
調
査
区

（
一
生

一

五
ト
レ
ン
チ
ｏ
二
五
〇
ド
）
に
わ

か
れ
、
調
査
面
積
の
合
計
は
約

四
Ｏ
Ｏ
Ｏ
ポ
で
あ
る
。
Ａ

・
Ｂ

調
査
区
で
検
出
さ
れ
た
主
要
な

遺
構
は
、
弥
生
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
掘
立
柱
建
物

・
ピ

ッ

ト

・
井
戸

・
溝

・
土
坑

。
大
溝
な
ど
で
、
二
面
以
上
の
遺
構
面
が
検
出
さ
れ
て

い
る
。
中
で
も
掘
立
柱
建
物
は
、
平
安
時
代
中
頃
と
鎌
倉
時
代
中
頃
の
二
時
期

に
分
け
ら
れ
、
上
面
が
二
問
×
三
間
の
建
物
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
下
面
で
は

三
間
×
四
間
の
総
柱
建
物
で
あ
り
、
重
量
物
な
ど
を
納
め
た
倉
庫
と
考
え
ら
れ

Ｚつ
。Ｂ

調
査
区
で
は
、
東
西
方
向
に
伸
び
る
古
墳
時
代
後
期
か
ら
奈
良
時
代
中
頃

に
か
け
て
の
大
溝
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
大
溝
は
全
掘
は
し
て
い
な
い
が
、

長
さ
五
〇
ｍ
以
上
、
幅

一
五
ｍ
以
上
、
深
さ
二

・
二
ｍ
以
上
を
は
か
る
大
規
模

な
も
の
で
あ
る
。

今
回
報
告
す
る
木
簡
は
、
試
掘
調
査
区
の
一
六
ト
レ
ン
チ
か
ら
出
上
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
ト
レ
ン
チ
は
、
上
述
し
た
東
西
方
向
の
大
溝
の
内
部
に
含
ま

れ
る
。
大
溝
の
堆
積
は
、
上
か
ら
暗
灰
色
粘
質
土

（〇
二
一五
―
〇
・
四
じ
、

黒
色
粘
質
シ
ル
ト

（○
。
一
じ
、
黒
灰
色
粘
質
シ
ル
ト

（〇
・
五
五
じ

と
な

り
、
地
山
は
灰
色
砂
礫
土
で
あ
る
。
木
簡
は
、
暗
灰
色
粘
質
土
内
の
中
程
か
ら

出
上
し
た
が
、
暗
灰
色
粘
質
土
は
、
大
溝
が
機
能
を
停
止
し
た
後
に
堆
積
し
た

埋
土
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
大
溝
か
ら
ま
と
ま
つ
て
出
土
し
た
須
恵
器
や
土
師

器
の
年
代
観
か
ら
は
、
大
溝
が
古
墳
時
代
後
期
頃
に
掘
削
さ
れ
た
が
、
奈
良
時

代
頃
に
機
能
を
停
止
し
、
徐
々
に
埋
没
し
て
い
つ
た
過
程
を
窺
う
こ
と
が
で
き

′つ
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

(岸和国)



1999年出上の木簡

〔方
旧
力
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⑪
　
・
□
□
□
不
得
□
日
Ш
看
犯
之
口
□
□

。
　

　

　

天
平
宝
字
三
年
四
月
十
六
日
主
守
六
人
部

×

（∞
］⇔
）
×
∞∞
×
い
。伽
　
ｏ
∞
岸

木
簡
は
、
上
下
両
端
が
欠
損
し
、
ま
た
二
片
に
分
離
し
て
い
る
が
、
表
裏
両

面
に
墨
書
が
認
め
ら
れ
る
。
な
お
木
簡
は
破
断
面
の
観
察
か
ら
、
裏
面
を
外
側

に
し
て
折
ら
れ
て
い
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
表
面
は
墨
の
残

り
具
合
が
悪
く
、
墨
付
の
部
分
の
本
質
が
わ
ず
か
な
盛
り
あ
が
り
と
な
っ
て
遺

存
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
、　
一
定
期
間
外
気
に
曝
さ
れ
て
い
た
た
め

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
裏
面
は
湿
潤
な
粘
質
土
中
に
あ
っ
た
た
め

か
、
墨
痕
が
あ
ざ
や
か
に
遺
存
し
て
い
た
。

表
面
は
読
め
な
い
文
字
が
多
い
。
確
実
に
読
め
る
の
は

「若
犯
之
」
だ
け
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
「若
し
之
れ
を
犯
さ
ば
…
」
と
読
め
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ

で
墨
を
浸
け
な
お
し
て
文
字
を
書
き
始
め
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
「之
」
の

下
の
一
文
字
は

「須
」
ま
た
は

「顔
」
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

裏
面
は
、
木
簡
の
中
程
よ
り
下
に
、
年
月
日

・
役
職
名

「主
守
」
と
人
名
を

記
し
て
い
る
。
「天
平
宝
字
三
年
」
は
西
暦
七
五
九
年
に
あ
た
る
。
ま
た
、
年

号
と
年
月
日
が
同
時
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
日
が
特
別
な
意
味
を
も
つ
日

で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
「主
守
」
に
つ
い
て
は
、
『令
義
解
』
巻

一
〇
の

「獄
令
」
有
疾
病
条
に
次
の
記
述
が
あ
る
。
「主
守
申
牒

〈謂
。
主
守

者
。
主
当
獄
囚
之
物
部
也
こ

と
あ
る
。
な
お
、
主
守
は
囚
獄
司
と
い
う
役
所

に
限
定
さ
れ
た
職
名
ら
し
い
。

六
人
部
は

『新
操
姓
氏
録
』
に
よ
れ
ば
、
和
泉
国
諸
蕃
に

「六
人
部
連
。
百

済
公
と
同
じ
き
祖
。
酒
王
の
後
な
り
」
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
奈
良
―
平
安
時

代
に
六
人
部
連
氏
が
和
泉
国
に
幡
賜
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
同
書
で

は
、
六
人
部
氏
は
和
泉
国
だ
け
で
は
な
く
、
右
京
や
摂
津
国
、
山
城
国
の
神
別

に
も
み
え
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
本
木
簡
の
出
土
に
よ
っ
て
、
当
時
の
役
職
名
や

官
人
名
、
あ
る
程
度
の
文
言
の
内
容
が
判
明
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
木
簡
の
釈
読
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
人
々
の
ご
教
示

・
ご
協
力

を
い
た
だ
い
た
。

大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館
大
庭
脩
氏
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
舘
野
和

己
氏

・
山
下
信

一
郎
氏

。
吉
川
聡
氏
、
京
都
橘
女
子
大
学
門
脇
禎
二
氏

。
狩
野

久
氏

・
増
測
徹
氏
、
大
阪
市
立
大
学
栄
原
永
遠
男
氏
、
大
阪
府
教
育
委
員
会
高

島
徹
氏

・
佐
久
間
貴
士
氏

。
西
日
陽

一
氏

・
橋
本
高
明
氏

。
竹
原
伸
次
氏

。
地

村
邦
夫
氏
。

９
　
関
係
文
献

大
阪
府
荻
育
委
員
会

『大
阪
府
教
育
委
員
会
文
化
財
調
査
事
務
所
年
報
』
四

（二
〇
〇
〇
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（上
林
史
郎

〈近
つ
飛
鳥
博
物
館
》
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